ポスティング業務委託契約書

本契約は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、乙が甲の依頼に基づきポスティング業務を行うことについて、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、広告物（チラシ等）の配布業務を委託し、乙がこれを受託するにあたり、業務内容・業務遂行方法・報酬・秘密保持その他の必要事項を定めることで、両当事者間の権利義務関係を明確にすることを目的とする。

第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
1. 「広告物」とは、甲が乙に配布を依頼するチラシ・パンフレット・フライヤーその他これらに類する印刷物をいう。
2. 「ポスティング業務」とは、広告物を、甲が指定するエリア・配布方法・期間に従って、一般住宅・集合住宅・事業所等のポストに投函する業務をいう。
3. 「配布エリア」とは、甲が指定する地域及び物件区分をいう。

第3条（業務内容）
1. 乙は、甲が指定する配布エリアにおいて、広告物を指定数量分配布するものとする。
2. 配布対象外の物件（配布禁止物件、投函拒否表示のある建物、明らかに居住者不在と認められる建物等）には配布してはならない。
3. 乙は、配布完了後、甲に対し、配布報告書（配布部数、配布エリア、配布日時、配布不可物件数等を含む）を提出しなければならない。
4. 乙は、配布にあたり法令、公序良俗、管理規約その他配布エリアにおいて適用される各種規制を遵守しなければならない。

第4条（再委託）
1. 乙は、甲の事前の書面承諾を得ない限り、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
2. 甲が承諾した場合であっても、乙は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。

第5条（業務遂行と注意義務）
1. 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。
2. 乙は、広告物を損傷・汚損・紛失しないよう適切に保管しなければならない。
3. 乙は、配布方法について、甲が示す基準・マニュアルがある場合にはこれに従うものとする。
4. 乙は、不正又は虚偽の報告を行ってはならず、実際の配布数と異なる配布報告を提出してはならない。

第6条（報酬及び支払方法）
1. 甲は、乙に対し、●●円／1部あたり、または、●●円／●●エリアあたりの報酬を支払う。
2. 報酬は、月締め翌月末日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
3. 振込手数料は、甲の負担とする。
4. 乙が契約義務に違反し、未配布・虚偽報告等が判明した場合、甲は報酬の全部または一部について支払いを拒否又は返還を請求することができる。

第7条（広告物の受渡し）
1. 甲は、広告物を乙に対し、業務開始日前までに受渡す。
2. 乙は、受領した広告物の数量を確認し、過不足・破損等がある場合は速やかに甲へ通知する。

第8条（秘密保持）
1. 乙は、本契約に関連して知り得た甲の営業情報、委託内容その他一切の情報を秘密として保持し、甲の書面による事前承諾なく第三者に開示してはならない。
2. この義務は、本契約終了後も●年間存続する。

第9条（業務結果の検査）
1. 甲は、乙の配布状況について、GPSログ、配布報告書、現地確認その他合理的手段により検査を行うことができる。
2. 検査の結果、不配布、架空報告、明らかに業務基準に満たない配布が認められた場合、甲は、乙に対し再配布を請求できるほか、報酬の減額・不払いまたは契約解除を行うことができる。
3. 乙の故意または重大な過失による不履行が認められる場合、乙は甲に対し損害賠償責任を負う。

第10条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は、甲に発生した損害（調査費用・回収費用・弁護士費用を含む）を賠償しなければならない。

第11条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。
2. 契約期間満了の●日前までに当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合、同一条件でさらに●年間自動更新される。

第12条（契約解除）
1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、催告後も合理的期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
2. 乙に以下の事由が生じた場合、甲は催告なく直ちに解除することができる。
· 虚偽報告、不正配布が判明したとき
· 無断で再委託を行ったとき
· 破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき

第13条（不可抗力）
天災地変、交通障害、ストライキ、感染症拡大、行政規制その他不可抗力により業務遂行が困難となる場合、当事者は互いに責任を負わない。ただし遅滞なく相手方に通知するものとする。

第14条（権利義務の譲渡禁止）
当事者は、相手方の書面による事前承諾なく、本契約に基づく権利義務を第三者へ譲渡、担保提供してはならない。

第15条（協議事項）
本契約に定めのない事項または解釈上疑義が生じた場合、甲乙協議のうえ円満に解決するものとする。

第16条（準拠法・管轄裁判所）
本契約は日本法に準拠し、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

●年●月●日

甲：
住所：
名称：
代表者名：

乙：
住所：
名称：
代表者名：

